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産業廃棄物処理業（処分業）許可証書換申出書 

 平成 28 年 10 月１日付け第１２３４５６７８９号で許可を受けた産業廃棄物処理業につ

いて、下記により、許可証の書換えを希望します。 

記 

１ 取り扱う産業廃棄物 

  従来から取り扱っている次の産業廃棄物について、取扱いに係る許可証への記載を希

望します。 

  （「有」か「無」のどちらかに○をつけること。） 

 

(１) 水銀使用製品産業廃棄物の取扱い   有  ・  無 

 

(２) 水銀含有ばいじん等の取扱い    有  ・  無 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 １ 別紙様式１～５を添付すること。併せて、処分前後の保管場所（保管施設の概要）

等を確認できる図面を添付すること。 
 ２ 添付書類においては、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等について

従前からの取扱いがあることを説明するとともに、当該産業廃棄物について、処
理基準に従って適正に処理可能であることが確認できる設備の写真等の資料を添
付すること。 

                                   （Ａ４） 

発行済み許可証記載の住所、氏名等

を記入願います。 

発行済み許可証記載の許可番号を記

入願います。 

水銀使用製品産業廃棄物か水銀含有ばいじん等について、取扱い可能である旨

を許可証に記載する場合、「有」に○をつけてください。 

ただし、許可証への当該記載が可能なのは、従来からこれらの産業廃棄物の取扱い

があると認められる場合に限ります。 

許可証に記載しない場合は、「無」に○をつけてください。 

なお、水銀使用製品産業廃棄物のうちの特定製品及び水銀含有ばいじん等について

は、従来から取扱いがある場合であっても、水銀回収能力の適否について事前協議、

審査等が必要となりますので、事前に担当まで相談願います。 


